
23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

683 689 701 715 731 753 778 803 830 831 859 890 931 985 1,050

+2 +6 +12 +14 +16 +22 +25 +25 +27 +1 +28 +31 +41 +54 +65

+1 +2 +2 0 0 +0 +1 0 +1 ― 0 +1 +1 +4 +2

10月7日 10月5日 10月26日 10月4日 10月3日 10月1日 10月1日 10月1日 10月6日 10月1日 10月1日 10月1日 10月1日 10月1日 10月2日

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

最低賃金額（円） 791 800 808 822 838 852 870 890 908 910 936 965 1,005 1,005

引上げ額（円） +5 +9 +8 +14 +16 +14 +18 +20 +18 +2 +26 +29 +40 0

発　効　日 12月16日 12月16日 12月28日 12月28日 12月20日 12月24日 12月21日 12月22日 12月31日 12月30日 12月25日 12月28日 12月27日 ―

最低賃金額（円） 741 747 759 773 789 800 810 824 842 842 842 842 932 932

引上げ額（円） +3 +6 +12 +14 +16 +11 +10 +14 +18 0 0 0 +90 0

発　効　日 12月17日 12月29日 12月26日 12月21日 12月17日 12月18日 12月31日 12月31日 12月31日 ― ― ― 12月20日 ―

最低賃金額（円） 791 801 813 827 843 859 877 898 919 920 936 961 997 1,015

引上げ額（円） +5 +10 +12 +14 +16 +16 +18 +21 +21 +1 +16 +25 +36 +18

発　効　日 12月18日 12月13日 平成26年1月18日 12月20日 12月20日 12月31日 12月29日 12月20日 12月19日 12月18日 12月31日 12月29日 12月30日 12月8日

自動車（新車）、自動車
部分品・同付属品小売

業

新潟県における最低賃金の推移

○地域別最低賃金

最　　低　　賃　　金　　額　（円）

引　　上　　げ　　額　（円）

目　　安　　比　　較　（円）

発　　　効　　　日

○特定最低賃金

電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具

製造業

各種商品小売業

kaneyasuk
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